
 

当たり前と思うこと 
  

校 長   矢 部  尚   

 

１学期も残すところあと、２０日となりました。６月は、３年生にとって最後の学校総合体育大会があり、どの部の生徒

たちも真剣な眼差しで最後まで取り組んでいました。その中でも、女子ソフトテニス部と剣道部の女子が、県大会に出

場することができました。おめでとうございます。勝敗に関わらず、本校の生徒たちは、最後まであきらめずに一生懸命

戦っていたと思います。３年生の運動部の皆さん、お疲れ様でした。１、２年生の皆さんは、そんな３年生の後を継い

で、これからの部活動に一生懸命頑張り、心身ともに鍛えていってください。 

さて、先月１３日に参議院本会議で、成人年齢を２０歳から１８歳に引き下げる民法の改正が可決、成立しました。 

２０２２年４月１日から施行されるそうです。それにより、現在の１４歳（中学２年生）が１８歳での成人を迎える最初の世

代となります。この年度は、２０，１９，１８歳が成人となるため、成人式には、例年の３倍の人が参列します。たくさんの

女性が振袖を着て成人式に参列する。今までテレビなどでも当たり前のように報道されてきたことが、２０２２年度は、難

しくなるかもしれません。しかし、成人を迎える人の数が圧倒的に多くなることを、どのように捉えるかで、社会の波に流

されるのではなく自分で決めた身の振り方ができるようになると思います。 

 話は変わりますが、７月１４日の土曜日に本校は学校公開を行い、避難訓練と災害時における引き渡し訓練を行い

ます。集団下校の訓練も行うので、この日は全員徒歩での通学となります。大変だとは思いますが、この機会に自転車

で登校できることについて、考えてみてください。 

本校が今と変わらない学区に拡がったのは、昭和４７年でした。しかし、自転車置き場が設置されたのは昭和５４年

で、それまでは生徒たちは徒歩で通学をしていたと思われます。徒歩通学の課題は、重い荷物をもって長時間歩いて

通学することでの健康面の懸念、下校時に暗い通学路を歩いて帰る安全面での懸念が挙げられます。反対に自転車

通学の課題は、車と接触することによる被害や歩行者と接触することによる加害行為が挙げられます。学校にとって大

切なことは、生徒たちの安全な登下校であり、これは保護者や生徒本人にとっても同様です。今回の徒歩通学を実際

に体験することで、徒歩通学の大変さを身をもって知り、自転車通学の有り難みを改めて実感してもらいたいです。今

自転車通学が認められていることは、当たり前のことと感じていると思います。しかし、自転車での通学が危険であると

判断されたら、自転車通学について見直しをする必要があります。事故が無いから問題ないというのでは、安全運転を

心がけて通学をしているかどうかが重要です。中学生は、自分は事故を起こさないという根拠のない自信を持っている

人がたくさんいるように感じます。事故が起きてからでは遅いので、今回の徒歩通学を機に今一度、自転車通学のあり

がたみを感じ、安全運転の重要性を思い直してください。 

 さて、先月の学校総合体育大会での話ですが、６月２日に本校サッカー部が埼玉大学教育学部附属中学校と１回

戦で当たりました。その後半でのこと、１点差を挽回しようと本校のサッカー部員が奮闘している中、相手校の選手の一

人が、ピッチ上で足をつり倒れました。その時、相手校も気づかぬ中、３年生の飛田君が駆け寄り、つった足を丁寧に

伸ばしてあげました。このことを知ったのは、相手校の選手の保護者が感謝の手紙とその時の写真を顧問まで送ってく

れたからです。飛田君の行為も素晴らしいですし、試合の中での飛田君の置かれた状況で息子のために手当をしてく

れたことへの感謝の気持ちを手紙に書いて伝えてくれた相手校の保護者の思いも素晴らしいと思いました。自分の思

いは、時に言葉や態度にして表さないと伝わらないこともあります。心温まるお話でした。  

 保護者の皆様、夏休みは、子どもたちが家庭で過ごす時間が自ずと長くなるため、人により時間の使い方も大きく変

わります。子どもたちは中学生ですから、自分だけで生活を律することができないことも多々あります。子どもたちがこ

の夏休みで一回り大きく成長できるように温かく、そして厳しく見守り、指導、支援していただければと思います。 
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３日（金）さいたま市子ども会議、さいたま市国際交流事業出発式 ７日（火）口座引き落とし日 

１０日（金）さいたま市いじめ防止シンポジウム、さいたま市国際交流事業解散式  

１１日（土）～１５日（水）部活動中止 １３日（月）～１５日（水）学校閉庁日 

１９日（日）食育の日、岩槻まつりパトロール ２２日（水）英語弁論暗唱大会Ｃブロック 

２３日（木）チャレンジスクール、ノーテレビ・ノーゲームデー、小・中合同研修会  

２４日（金）ブロック会議 ２５日（土）東岩槻まつりパトロール ２８日（火）２学期始業式  

２９日（水）給食開始、英語効果測定（全学年） ３０日（木）英語効果測定（２年のみ） 

３１日（金）英語弁論暗唱中央大会、新人体育大会代表者会議 

 

 

３日（月）安全点検 ５日（水）～体育祭学年練習開始 ６日（木）専門委員会  

７日（木）口座引き落とし日、ＰＴＡ理事会（14:00～） ８日（土）チャレンジスクール  

１１日（火）体育祭全体練習 １２日（水）体育祭予行 １４日（金）体育祭準備  

１５日（土）第 72 回体育祭（弁当持参） １９日（水）体育祭予備日（弁当持参）、食育の日 

２０日（木）専門委員会（前期最終） ２２日（土）チャレンジスクール  

２３日（日）ノーテレビ・ノーゲームデー ２６日（水）生徒会朝会（壮行会） 

２７日（木）３年第１回市学力検査 ２９日（土）新人体育大会（～10/5）  

８月の主な行事予定 

９月の主な行事予定 


